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令和３年６月中旬に

一般社団法人神奈川青色申告会事務局が移転します。

この度一般社団法人神奈川青色申告会事務局は、昭和６１年から長年ご愛顧いただいてまいりましたリキヨビルから、ＪＲ東神奈川

駅近くのグレース竹和弐番館３階に移転いたします。 急なご案内となり皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、新事務局では

会員の皆様が利用しやすい環境を整えお待ちしておりますので、今後ともご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

移転開所日の詳細は次回会報でお知らせいたします。

東白楽駅から徒歩８分

東神奈川駅西口から徒歩３分

グレース竹和弐番館外観

●横浜市営バス
・東神奈川駅前東口バス停 下車徒歩５分

<48> 横浜駅前行

・東神奈川駅西口バス停 下車徒歩３分

1番のりば<31> 大口駅行

2番のりば<59>綱島駅、大豆戸交差点行

3番のりば<7> 川崎駅西口行

<29> 鶴見駅前（東口）行

5番のりば<36> 菅田町、緑車庫行

<82>八反橋行<82>・<88> 神大寺入口行

6番のりば<38> 鶴見駅西口行

<39> 緑車庫、中山駅行<88> 市民病院行

8番のりば <7>・<29> 横浜駅前（東口） 行

<31>・<36>・<38>・<39>・<59>・<82>
<326（急行）> 横浜駅西口行

●鉄道

･ＪＲ京浜東北線・横浜線

東神奈川駅西口 徒歩 ３分

･京浜急行線

京急東神奈川駅 徒歩５分

･東急東横線

東白楽駅 徒歩 ８分

移転後の所在地

〒221-0822

横浜市神奈川区西神奈川１－９－３

グレース竹和弐番館３階
電話 （０４５）４３３－５２２１

ＦＡＸ （０４５）４３３－８４０３

※当ビルには居住者以外の方の駐車・駐輪場はございません。

アクセス
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陽
春
の
候
、
一
般
社
団
法
人
神
奈
川
青
色
申
告
会
の
皆
様
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
ま
す
ま
す
ご
清
栄
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

令
和
２
年
分
の
所
得
税
、
消
費
税
及
び
贈
与
税
の
確
定
申
告
に

お
き
ま
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
る
「
緊

急
事
態
宣
言
」
が
発
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
伴
い
、
申
告
・
納
付
期
限

が
４
月
15
日
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た
が
、
申
告
会
場
に
お
け
る
感

染
防
止
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
滞
り
な
く
終
了
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
れ
も
皆
様
方
の
多
大
な
る
ご
支
援
の
賜
物
と
深
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

貴
会
に
は
、
税
務
職
員
に
よ
る
出
張
相
談
の
受
付
業
務
、
申
告

会
場
内
に
設
置
し
た
「
青
色
コ
ー
ナ
ー
」
へ
の
従
事
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ

ｘ
の
利
用
促
進
、
申
告
書
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
な
ど
多
岐

に
わ
た
り
ご
支
援
い
た
だ
き
ま
し
た
。

特
に
「
青
色
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
事
業
者
の
方
を
中
心
と
し
て
、

積
極
的
な
青
色
申
告
の
勧
奨
、
懇
切
・
丁
寧
な
記
帳
方
法
の
説
明

な
ど
、
適
正
申
告
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
た
だ
き
、
役
員
及

び
事
務
局
の
皆
様
の
ご
協
力
と
ご
尽
力
に
対
し
ま
し
て
、
重
ね
て

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
令
和
５
年
10
月
か
ら
導

入
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
本
年
10
月
か
ら
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
の
受
付
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
当
制

度
の
円
滑
な
導
入
に
向
け
ま
し
て
、
引
き
続
き
周
知
及
び
広
報
を

行
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の
よ
り
一
層
の
お
力
添
え
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
当
た
り
ま
し
て
、
一
般
社
団
法
人
神
奈
川
青
色
申
告
会

の
益
々
の
ご
発
展
と
会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
並
び
に
事
業
の
ご

繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
私
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

確

定

申

告
終

了

の

ご
あ

い

さ

つ

神
奈
川
税
務
署
長

下

川

賢

一

指導会場来所者数 3,261 名

所得税申告書提出件数 2,388 件

うちｅ‐Ｔａｘ送信件数 1,741 件

青 色 申 告特 別 控 除65・ 55万 円適 用 件 数

(貸 借 対照 表 作 成者 ） 1,102 件

消費税申告書提出件数 231 件

うちｅ‐Ｔａｘ送信件数 197 件

青色申請提出件数 35 件

入会者数 53 名

令
和
２
年
分

確
定
申
告
無
事

終
了
い
た
し
ま
し
た
。

令
和
２
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
と

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
が
無
事
終
了

い
た
し
ま
し
た
。
本
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
に
伴
い
申
告
期
限
が
４
月
15
日
ま
で
延
長

さ
れ
ま
し
た
が
、
会
員
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
当

初
通
り
の
期
日
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
の
方
々
が
ご
来
所

さ
れ
ま
し
た
。
改
め
て
ご
協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。ま

た
、
青
色
コ
ー
ナ
ー
や
税
務
署
職
員
に
よ
る
確

定
申
告
出
張
会
場
受
付
等
ご
担
当
さ
れ
た
役
員
の
皆

様
、
本
会
指
導
会
場
で
の
個
別
相
談
及
び
代
理
送
信

に
派
遣
い
た
だ
き
ま
し
た
東
京
地
方
税
理
士
会
神
奈

川
支
部
の
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て
も
ご
協
力
を
賜

り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

な
お
、
令
和
２
年
分
確
定
申
告
３
月
末
現
在
の
状

況
は
左
記
の
通
り
で
す
。

３月末現在 確定申告経過報告

申告所得税及び個人事業者の消費税の納付を

振 替 納 税 で ご 利 用 の 方 へ

申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用の方で令和３年４月15日（木）までに申告された方の

口座からの振替日について、下記の通り延長となりました。

当初の口座からの振替日 延長後の口座からの振替日

令和３年４月１９日(月） 令和３年５月３１日(月)

●令和２年分申告所得税及び復興特別所得税

●令和２年分消費税及び地方消費税（個人事業者）

当初の口座からの振替日 延長後の口座からの振替日

令和３年４月２３日(金） 令和３年５月２４日(月)
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◆税額を多く申告していたとき 「更正の請求」

◆税額を少なく申告していたとき 「修正申告」

※更正の請求、修正申告、所得税・消費税の期限後申告について、ご不明な点がありましたら国税庁ホームページをご覧いただく
か、当会事務局におたずねください。

◆所得税
確定申告をしなければならないのに申告することを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにして

ください。確定申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。期限後申告をしたり、申告をし

ないために税務署長から決定を受けたりすると、無申告加算税がかかる場合があります。なお、期限後申告

によって納める税額は、申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。

提出された青色申告決算書・確定申告書が間違っていた場合

◆消費税
平成30年の課税売上高が1,000万円を超えた方は、令和２年分の消費税及び地方消費税の申告と納税をしな

ければなりません。課税事業者（平成30年課税売上高が1,000万円を超えた方）で消費税の確定申告をして

いない方は、できるだけ早く申告してください。所得税同様、延滞税と併せて納付してください。

（注）令和２年分の課税売上高が1,000万円を下回る場合でも申告と納税が必要となります。

請求内容が正当と認められたときは納めすぎた税金が還付されます。更正の請求ができる期間は、原則とし

て法定申告期限から５年以内です。

＜忘れてしまいがちな例＞

経費（消費税、事業税納付金額等）の計上漏れ、予定納税（所得税）中間納付（消費税）の記入漏れ、納税
者が負担している扶養親族の国民年金保険料の控除漏れ、医療費控除や扶養（配偶者）、寡婦、障害者等の
人的控除漏れ 等

修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。

＜誤ってしまいがちな例＞

売上から差し引かれている源泉税の売上計上漏れ、持続化給付金等の売上(雑収入)計上漏れ、経費の重複計上、

専従者給与を支給しているのに扶養（配偶者）控除を受けている、103万円以上の給与収入があった扶養家族

を扶養控除してしまった 等

確定申告を忘れていた場合

も う 一 度 ご 確 認 く だ さ い



第235号 青 色 か な が わ 令和3年4月30日

[ 4 ]

《

第
９
回
定
時
総
会
開
催
に
つ
い
て
》

６
月
１
日
（
火
）
に
第
９
回
定
時
総
会

を
開
催
い
た
し
ま
す
。
今
般
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
会

員
の
皆
様
の
健
康
と
安
全
を
第
一
に
考
え
、

可
能
な
限
り
ご
参
加
を
お
控
え
い
た
だ
き

会
員
の
皆
様
に
は
委
任
状
の
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

尚
、
総
会
開
催
に
あ
た
っ
て
は
正
会
員

の
過
半
数
以
上
の
出
席
又
は
委
任
状
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
重
ね
て
ご
理
解
ご

協
力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
開
催
当
日
の
事
務
局
は
12
時
ま
で

の
業
務
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
迷

惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

第
９
回
定
時
総
会
開
催
の
案
内

日

時

令
和
３
年
６
月
１
日
（
火
）

受
付

午
後
２
時
30
分

開
会

午
後
３
時

会

場

新
横
浜
グ
レ
イ
ス
ホ
テ
ル

４
階
「
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
」

《
懇
親
会
に
つ
い
て
》

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

本
年
も
総
会
後
の
懇
親
会
は
行
わ
な
い
こ
と
と
い

た
し
ま
し
た
。

会
の
う
ご
き

１
月

４
日
～
20
日

年
末
調
整
指
導
会

４
日
～
20
日

決
算
準
備
指
導
会

５
日

無
料
税
務
相
談
会

15
日

県
連
事
務
局
長
ｗ
ｅ
ｂ
会
議

21
日
～
２
月
15
日

早
期
提
出
指
導
会

22
日

職
員
研
修
会

26
日

下
田
町
公
会
堂
特
別
指
導
会
場
開
設

２
月

１
日
～
26
日

優
先
予
約
専
用
日

６
日
～
３
月
13
日

土
曜
日
予
約
専
用
日

税
務
署
職
員
に
よ
る
確
定
申
告
出
張
会
場
受
付
応
援

４
日
・
５
日

日
吉
本
町
西
町
い
き
い
き
会
館

９
日
・
10
日

神
奈
川
区
役
所
研
究
室

３
月

１
日
～
15
日

税
務
署
申

告
会
場
青
色
コ

ー
ナ
ー
従
事

３
月

24
日

会
長
・
副
会
長
会
議

29
日

理
事
会

●日 程

・税 務 相 談 ５月 11日（火）
６月 ２日（水）

・法 律 相 談 ６月 ３日（木）

無 料 税務 ・ 法律 相 談会

●会 場 本 部 事 務 局 ３ Ｆ
●相談受付時間 １ ３ 時 ～１ ５ 時

●予約電話番号 ０４５-４３３-５２２１

※相談時間は、お一人様３０分の予約制となっております。

事前にお電話いただきますようお願いいたします。

（予 約 制）

港 北 出 張 所 開 設 日

●日 程
５月 10日(月)・17日(月)・24日(月)

31日(月)

６月 ７日(月)・14日(月)・21日(月)

28日(月)

●相談受付時間 10時～11時・13時～14時

●電 話 番 号 ０７０-５５９３-２０２８
（開設日以外はつながりません）

マイナンバーカードとカードに格納されている

電子証明書には有効期限があります。（電子証

明書の有効期限は５年）

有効期限が過ぎた場合には、身分証明書として

使えなくなるほか、e-Tax等の電子申請やコンビ

ニ交付等に使えなくなりますので、更新手続を

行ってください。

マイナンバーカード・電子証明書の更新手数料

は無料です。

※有効期限が過ぎてしまった場合でも、無料で
再発行することができます。

有効期限を迎える方には、有効期限の２～３カ

月前を目途に有効期限のお

知らせ（有効期限通知書）

が送付されますのでご確認

ください。

税理士・弁護士による

６月1日（第１火曜日）予定の無料税務・法律相

談会は第９回定時総会開催の為、日程が下記の通

り変更となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

マイナンバーカードをお持ちの方へ


